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災害義援金等の最新情報は
宿毛市 HP をご確認ください。

　地震により被害を受けられた方々を支援するため、災害義援金の受付口座を開設し、募金箱を設置しました。

災害義援金と募金箱  問  会計課　☎ 62-1236

振込先口座

持ちこみ
会計課・中央支所・東部支所・小筑紫支所・沖の島支所で受付
受付時間  8 時 30 分～ 17 時 15 分

災害義援金

受付期間  6 月 28日（金）まで

金融機関  四国銀行 宿毛支店　 種  類  普通
口座番号  5186409
口座名義  宿毛市災害義援金

 （スクモシサイガイギエンキン）

宿毛市 HP

金融機関  ゆうちょ銀行
番  号  00900-0-326679

口座名義  宿毛市災害義援金
 （スクモシサイガイギエンキン）

募金箱
設置場所  ● 市役所本庁舎 1 階　● 中央支所　● 東部支所　● 小筑紫支所　● 沖の島支所
受付時間  8 時 30 分～ 17 時 15 分　 設置期間  6 月 28日（金）まで

【振込手数料】 ● 四国銀行の本支店間における窓口での振込手数料は無料です。
● 全国のゆうちょ銀行および郵便局の窓口での振込手数料は無料です。

※いずれの場合も ATM・インターネットバンキング等をご利用の場合は振込手数料がかかります。
※四国銀行・ゆうちょ銀行以外の金融機関をご利用の場合は振込手数料がかかります

地震による片づけ（ご家庭の思い出の品などの整理）  問  宿毛歴史館　☎ 63-5496

　地震によるご自宅の片づけの際、ご家庭の思い出の品や先祖伝来の品々の扱いに困る場面がありましたら、
廃棄の前に、整理や修復の方法など宿毛歴史館にご相談ください。

地震対策の補助制度  問   危機管理課　☎ 62-1254

　宿毛市では、市民の皆さんが安心して住むことができる震災に強いまちづくりを進めるため、住宅の耐震
化、ブロック塀対策、家具転倒防止器具取付に係る費用の補助を行っています。

　住宅の耐震化の支援
対 象  昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された住宅の耐震化にかかる費用

補助額  

　ブロック塀対策の支援
対 象   避難路等に面している危険性の高い既存

コンクリートブロック塀等の撤去または
安全な塀等への改修費

補助額  1m あたり 20,500 円（上限 400,000 円）

　家具転倒防止器具取付の支援
対 象   家具の転倒を防止する器具等

の取付作業費および器具費

補助額  上限 30,000 円 / 戸

耐　震　診　断 耐　震　設　計 耐　震　改　修
木　造：全額補助
非木造：上限 34,572 円
※ 耐震診断を省略して耐震設計

から行うことも可

全額補助
（上限 270,000 円）

全額補助
（上限 1,320,000 円）
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